
株式会社スマートドライブ 証券コード 5137

第12回

定時株主総会招集ご通知

開催日時

開催場所

決議事項

2025年12月23日（火曜日）
午後１時（受付開始 12時30分）
日比谷三井タワー 8F
日比谷三井カンファレンス Room１
東京都千代田区有楽町一丁目１番２号

第1号議案 取締役（監査等委員である
取締役を除く。）３名選任の件

第２号議案 監査等委員である取締役３名
選任の件

• 会社法の改正により、株主総会資料の電子提供制度が始まりました。従来どおりの
株主総会資料書面は株主総会の基準日（本総会の場合 ９ 月末）までにお手続きを
完了していただいた株主様のみお送りしております。次回株主総会以降で書面ご
希望の場合にはお取引証券会社または株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）に対
して同株主総会基準日までにお手続きをお願いいたします。

• 株主総会の来場記念品はご用意しておりません。あらかじめご了承ください。
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（証券コード5137）
2025年12月８日

（電子提供措置の開始日 2025年12月１日）
株 主 各 位

東京都千代田区有楽町一丁目１番２号
株式会社スマートドライブ
代表取締役 北 川 烈

第12回 定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第12回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第12回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト
https://smartdrive.co.jp/news/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧
書類／PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、インターネット又は書面によって議決権を行使することが
できますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、
2025年12月22日（月曜日）午後７時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあ
げます。

［インターネットによる議決権行使の場合］
当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、

同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のう
え、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。
インターネットによる議決権行使に際しましては、４頁の「インターネットによる議決権行使

のご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。
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［書面による議決権行使の場合］
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着する

ようご返送ください。
敬 具

記
1. 日 時 2025年12月23日（火曜日）午後１時
2. 場 所 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 日比谷三井タワー８F

日比谷三井カンファレンス Room１
3. 株主総会の目的事項

報 告 事 項 1. 第12期（2024年10月１日から2025年９月30日まで）事業報告、連
結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書
類監査結果報告の件

2. 第12期（2024年10月１日から2025年９月30日まで）計算書類の内
容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

以 上

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し
上げます。

◎ 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせ
ていただきます。

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトに掲載させていただきま
す。

◎ その他、株主様へのご案内事項につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://smartdrive.co.jp/news/）に掲載させていただきます。当社ウェブサイトより適宜最新情報をご確
認くださいますようお願い申しあげます。
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株主総会へ
出席する場合

2025年12月22日（月曜日）午後7時到着分まで

2025年12月22日（月曜日）午後7時入力完了分まで行使期限

行使期限

株主総会

議決権行使書用紙を
会場受付へ提出

次頁をご参照ください

議決権行使書を
郵送する場合

インターネットによる
議決権行使の場合

各議案の賛否を
表示のうえ投函
（お早めにご投函ください）

2025年12月23日（火曜日）午後1時（受付開始午後12時30分）

議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされた
ものとして取り扱わせていただきます。
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議決権の行使についてのご案内
議決権の行使には以下の方法がございます。

■議決権行使のお取り扱い
(1)書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な
議決権行使としてお取り扱いさせていただきます。
(2)インターネットによって複数回議決権を行使された場合、最後に行われたものを有効な議決権行使とし
てお取り扱いさせていただきます。
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QRコードを読み取る方法 ログインID・パスワードを入力する方法

ログインIDおよびパスワードを入力することなく議決権行
使ウェブサイトにログインすることができます。

インターネットによる議決権行使について、
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主さまのご負担となります。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
電話：0120-173-027

（受付時間 9：00～ 21：00、通話料無料）

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

「ログイン」をクリック

ログインID、
仮パスワードを入力し、

お手持ちのスマートフォン等にて、議決権行使書用紙
右下に記載のQRコードを読み取ってください。

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

議決権行使書用紙に記載された「ログインID」・「仮パ
スワード」をご入力ください。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

1 1

2

2

3

議 決 権 行 使 書 議決権の数 ＸＸ個 1.

2.

3.

4.

○○○○○○○

○○○○○○○

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログイントQRコード

（
ご
出
席
の
場
合
は
切
り
取
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
）

見本

見本

― 4 ―

インターネットによる議決権行使のご案内
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（３名）は本

総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役３名の選任をお願いいたしたいと存
じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 1 北川 烈 再 任

生年月日 1989年４月24日（満36歳）
取締役在任年数 12年
取締役会への出席状況 100％（14回／14回）
所有する当社株式数 17,115,000株

略歴・地位・担当
2013年 10月 当社設立代表取締役社長就任（現任）
2020年 ３ 月 SmartDrive Sdn. Bhd. Director（現任）
2021年 ８ 月 株式会社OMU代表取締役就任（現任）
2025年 ９ 月 株式会社モビリティトランスフォーメーション代表取締役就任（現任）

重要な兼職の状況
SmartDrive Sdn. Bhd. Director
株式会社OMU 代表取締役
株式会社モビリティトランスフォーメーション 代表取締役

取締役候補者とした理由

北川烈氏は、当社の創業者として先見性と強力なリーダーシップで当社を率いるとともに、モビリティDXとい
う当社ビジネスモデルの創出を主導してきたことから、今後も経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行う
にふさわしいと判断して取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号 2 元垣内 広毅 再 任

生年月日 1982年３月19日（満43歳）
取締役在任年数 ７年
取締役会への出席状況 100％（14回／14回）
所有する当社株式数 69,600株

略歴・地位・担当
2008年 12月 有限責任 あずさ監査法人入所
2011年 10月 グリー株式会社入社
2015年 １ 月 当社入社
2018年 12月 当社取締役事業部門担当就任（現任）

取締役候補者とした理由

元垣内広毅氏は、データアナリティクス分野について豊富な知見と経験を有しており、当社取締役としてアセッ
トオーナー事業を管掌し、当社の成長を牽引してきたことから、今後も経営の重要事項の決定及び業務執行の監
督を行うにふさわしいと判断して取締役として選任をお願いするものであります。

候補者
番 号 3 高橋 幹太 再 任

生年月日 1979年６月６日（満46歳）
取締役在任年数 ５年
取締役会への出席状況 100％（14回／14回）
所有する当社株式数 100,080株

略歴・地位・担当
2002年 10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
2013年 12月 ココン株式会社入社
2017年 ７ 月 当社入社
2020年 12月 当社取締役管理部門担当就任（現任）

取締役候補者とした理由
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高橋幹太氏は、財務戦略全般について豊富な知見と経験を有しており、当社CFOとして資本政策及び経営管理業
務全般を管掌し、当社の成長を牽引してきたことから、今後も経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行う
にふさわしいと判断して取締役として選任をお願いするものであります。

（注）1．取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．当社は、取締役を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保
険会社との間で締結しており、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の内容の概要は、被
保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生
じることのある損害（ただし、当該保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。）を当
該保険契約により填補するものであり、１年毎に契約更新しております。各候補者が取締役に選任され就
任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
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第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役３名は本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査等

委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 1 中島 友啓 再 任

生年月日 1975年８月16日（満50歳）
監査等委員である社外取締役在任年数 ２年
取締役会への出席状況 100％（14回／14回）
所有する当社株式数 3,960株

略歴・地位・担当
1998年 ４ 月 郵政省（現 総務省）入省
2008年 12月 あらた監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人） 入所
2015年 ７ 月 株式会社青山財産ネットワークス入社
2018年 12月 当社常勤監査役就任
2023年 12月 当社常勤監査等委員取締役就任（現任）

取締役候補者とした理由及び期待される役割

中島友啓氏は、公認会計士としての深い知見を有しており、これまで常勤監査役及び常勤監査等委員である社外
取締役として、職務を適切に遂行してまいりました。今後も、これまでの経歴を通じて培われた専門的知見と実
務経験を活かし、経営の重要事項に対する意思決定や取締役会における監査・監督機能の強化への貢献が期待で
きるものと判断して監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去
に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委
員である社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
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候補者
番 号 2 石井 絵梨子 再 任

生年月日 1981年１月３日（満44歳）
監査等委員である社外取締役在任年数 ２年
取締役会への出席状況 100％（14回／14回）
所有する当社株式数 −株

略歴・地位・担当
2004年 10月 森・濱田松本法律事務所入所
2016年 ４ 月 慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師（現任）
2016年 ７ 月 新幸総合法律事務所 入所パートナー(現任）
2018年 12月 当社監査役就任
2019年 ５ 月 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人監督役員（現任）
2019年 ６ 月 株式会社アルマード社外監査役（現任）
2021年 ３ 月 株式会社Sun Asterisk取締役(監査等委員)就任（現任）
2021年 ３ 月 株式会社タムロン社外取締役就任（現任）
2021年 10月 OPN Holdings株式会社社外監査役（現任）
2022年 ２ 月 アドバンス・プライベート投資法人 監督役員（現任）
2022年 10月 いちごホテルリート投資法人執行役員（現任）
2023年 ６ 月 イーレックス株式会社社外監査役（現任）
2023年 12月 当社監査等委員取締役就任（現任）

重要な兼職の状況
新幸総合法律事務所パートナー
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人監督役員
株式会社アルマード社外監査役
株式会社タムロン社外取締役
株式会社Sun Asterisk取締役
OPN Holdings株式会社社外監査役
アドバンス・プライベート投資法人監督役員
いちごホテルリート投資法人執行役員
イーレックス株式会社社外監査役

取締役候補者とした理由及び期待される役割
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石井絵梨子氏は、投資・M&Aやコンプライアンス領域を中心として弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を
有しており、これまで社外監査役及び監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行してまいりました。
今後も、これまでの経歴を通じて培われた専門的知識と実務経験を活かし、経営の重要事項に対する意思決定や
取締役会における監査・監督機能の強化への貢献が期待できるものと判断して監査等委員である社外取締役とし
て選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与
された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としてその職務を適切に遂行でき
るものと判断しております。

候補者
番 号 3 竹川 隆司 再 任

生年月日 1977年６月８日（満48歳）
監査等委員である取締役在任年数 ２年
取締役会への出席状況 100％（14回／14回）
所有する当社株式数 35,940株

略歴・地位・担当
2000年 ４ 月 野村證券株式会社入社
2008年 12月 株式会社フィルモアアドバイザリー入社 執行役員就任
2012年 ７ 月 Asahi Net International, Inc. 設立 代表取締役就任
2015年 12月 当社取締役就任
2016年 １ 月 株式会社zero to one設立 代表取締役就任（現任）
2020年 12月 当社監査役就任
2023年 12月 当社監査等委員取締役就任（現任）

重要な兼職の状況
株式会社zero to one代表取締役
一般社団法人IMPACT Foundation代表理事

取締役候補者とした理由及び期待される役割
竹川隆司氏は、経営戦略や財務戦略に関する豊富な経験と見識を有しており、これまで当社取締役、監査役及び
監査等委員である取締役として職務を適切に遂行してまいりました。今後も、これまでの経歴を通じて培われた
専門的知見と実務経験を活かし、経営の重要事項に対する意思決定や取締役会における監査・監督機能の強化へ
の貢献が期待できるものと判断して監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。
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（注）1．取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．中島友啓氏及び石井絵梨子氏は社外取締役候補者であります。また、当社は中島友啓氏及び石井絵梨
子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、各氏の選任が承認された場合は、中
島友啓氏及び石井絵梨子氏を引き続き独立役員として届け出る予定であります。
3．当社は、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に
限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、中島友啓氏、石井絵梨子氏及び竹川隆司氏の選任をご
承認いただいた場合、各氏との当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責
任の限度額は、法令が定める最低責任限度額といたします。
4．当社は、取締役を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保
険会社との間で締結しており、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の内容の概要は、被
保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生
じることのある損害（ただし、当該保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。）を当
該保険契約により填補するものであり、１年毎に契約更新しております。各候補者が取締役に選任され就
任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
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（ご参考）取締役のスキルマトリックス

氏名 役職/略歴 企業の
経営

グロー
バルビ
ジネス

IT/ テ
クノロ
ジー

財務/
会計

リスク
管理/
渉外

事業/
業界理
解

投資/
M&A

北川 烈 代表取締役 CEO ● ● ● ●

元垣内 広毅
取締役
工学博士 ● ● ● ●

高橋 幹太 取締役 CFO
元公認会計士 ● ● ●

中島 友啓 常勤監査等委員取締役
公認会計士 ● ●

石井 絵梨子
非常勤監査等委員取締役
弁護士
新幸総合法律事務所パートナー
元森・濱田松本法律事務所

● ●

竹川 隆司
非常勤監査等委員取締役
㈱zero to one 代表取締役
元 野村證券㈱

● ● ● ●

志賀 俊之

非常勤監査等委員取締役
株式会社技術承継機構 社外取
締役
株式会社and Capital 社外取
締役

● ● ● ● ● ●

長島 聡

非常勤監査等委員取締役
きづきアーキテクト取締役会長
由紀ホールディングス株式会社
社外取締役
株式会社エイシング社外取締役
慶應義塾大学システムデザイ
ン・マネジメント研究科特任教
授

● ● ● ● ●
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第12期 事業報告
（2024年10月１日から2025年９月30日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当社グループは、当社、連結子会社（SmartDrive Sdn. Bhd.）、持分法適用会社（株式
会社インターゾーン、57 CODEBOX SDN. BHD.）の計4社で構成されており、「移動の進
化を後押しする」というビジョンのもと、国内外において、モビリティデータ（GPSデータ
（緯度経度、GPS速度、GPS精度）、加速度センサーデータ等）を利活用した顧客企業の業務
効率化による生産性向上や既存サービスの高付加価値化、新規サービスの創出等に貢献する
べく、事業を展開しております。
当連結会計年度におけるわが国の経済は、物価上昇の影響などがみられるものの雇用改善

や名目賃金が増加する中で緩やかな持ち直しの傾向が見られ、企業部門においても、業績改
善を反映して景況感は回復傾向にあり、価格高によるマイナスの影響や人手不足による供給
制約がある中でも企業の設備投資意欲は底堅く推移しております。
これに伴い、人手不足の深刻化を背景に省力化などに向けたデジタル投資の活発化、生産

拠点の国内回帰、事業の付加価値向上等のためのIT・IOT・AI等への投資ニーズの増加、安
定的な業務継続のための社内のDX推進は、今後も加速していくものとみられます。
そのような状況下で、当社グループでは、引き続き国内フリートオペレーター事業（車を

使う会社のDX）として様々な事業規模・事業セクターの顧客企業向けにSaaS型車両管理サ
ービスの提供や走行データ等の分析解析サービスの提供、顧客企業が保有するデータの利活
用提案・DX推進を行いました。
また、国内アセットオーナー事業（自動車産業のDX）として、データを活用した新たな事

業モデルの構築を図るリース会社や自動車メーカー、保険会社との間で、エンドユーザー
（リース会社や自動車メーカーが持つ法人顧客）に向けてテレマティクスサービスの提供・
導入支援や当社データプラットフォームやデータ分析解析サービスの提供を行うなど、当社
既存サービスのOEM提供や共同での顧客開拓・拡販を進めてまいりました。
さらに、海外モビリティDX事業として、マレーシア現地の自動車メーカー、保険会社に向

けてテレマティクスサービスの提供やロードサイドアシスタンスアプリの開発・提供を行う
など、海外事業の本格的な立ち上げと強化を行いました。

2025年11月25日 17時51分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 14 ―

以上の結果、当連結会計年度における当社グループの売上高2,878,647千円（前年同期比
32.5%増加）、営業利益390,202千円（前年同期比122.9%増加）、経常利益352,704千円
（前年同期比105.5%増加）、親会社株主に帰属する当期純利益453,638千円（前年同期比
70.4%増加）となりました。

（2）資金調達の状況
記載すべき重要な事項はありません。

（3）設備投資の状況
当連結会計年度において実施いたしました設備投資の総額は262,006千円であります。

その主なものは、人員増加に伴うPCの購入等9,238千円及び自社で開発したソフトウエア
（仮勘定含む）の計上252,768千円であります。

（4）財産及び損益の状況の推移

区分 第９期
2022年９月期

第10期
2023年９月期

第11期
2024年９月期

第12期
2025年９月期

（当連結会計年度）
売 上 高（千円） 1,254,681 1,709,054 2,173,225 2,878,647
親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（千円） △303,486 △28,851 266,280 453,638

１株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失（円） △8.75 △0.79 7.13 12.10

総 資 産（千円） 1,145,018 1,507,978 1,862,327 2,394,153

純 資 産（千円） 46,230 489,500 776,586 1,146,437

１株当たり純資産額（円） 1.11 12.95 20.47 30.36

注. 2022年９月７日開催の取締役会決議により、2022年10月20日付で普通株式１株につき30株の分割、
2025年５月14日開催の取締役会決議により、2025年６月30日付で普通株式１株につき６株の分割を
行っておりますが、第９期連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産
額及び１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失を算定しております。
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（5）対処すべき課題
① 人材の確保と育成

当社グループの事業の拡大には、優秀な人材の確保と育成が欠かせません。当社グルー
プでは、目的達成のために主体的かつ積極的に行動できる人材の確保、当社の企業ミッシ
ョン・バリューを共有化できる人材の育成が課題と考えております。

② 財務体質の強化
当社グループは、社内外の優秀な人材の確保や採用、広告宣伝、研究開発の実施等、先

行投資が必要となります。そのため、財務体質の強化が課題となります。研究開発活動や
採用教育活動、広告宣伝費等の適切なコントロールに加え、事業会社や外部投資家並びに
金融機関からの資金調達により、財務体質の強化に努める方針です。

③ 既存サービスの強化による顧客満足度の向上と販売の拡大
当社グループの各種サービスが今後も継続的に成長するためには、より幅広い業種・業

態の顧客企業に選ばれるとともに、継続的に利用・支持される必要があります。そのため
には当該サービスのユーザビリティの維持向上や顧客企業の事業の高付加価値化や新規事
業創出に寄与する機能性の充実が不可欠であると考えております。
そのため今後も顧客ニーズや各種業界の課題を適時適切に把握し、継続的なユーザーイ

ンターフェースの改善や各種機能強化に加え、カスタマーサポートの品質向上により、市
場優位性の保持に努めます。

④ パートナー企業との関係強化
当社グループは、複数のパートナー企業との連携並びに拡販を進めており、これらパー

トナー企業との関係強化は当社の市場優位性を創出する源泉となっております。今後も市
場拡大が見込まれる中で、当社が更なる成長を実現していくためには、販売体制の強化及
び知名度の向上が重要であり、そのためにはパートナー企業の新規開拓及び既存パートナ
ー企業との関係強化・深化により、販売体制の強化を図ってまいります。
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（6）主要な事業内容
セグメント名称 事業 サービス

モビリティDX
事業

国内FO事業
（自動車産業のDX）

・SmartDrive Fleet（動態管理）
・SmartDrive Fleet Basic（日報自動作成、コンプライアンス対応
に特化した動態管理）

・SmartDrive Box（書類管理）
・Mobility Data Insight、Mobility Data Analytics（レポートサ
ービス）

・Mobility Data WareHouse（データ利活用）
・Mobility Risk Score（リスク予測AI）
・R＆D（先端技術事業開発）
・Mobility Data Platform（データ解析・事業提携基盤）

国内AO事業
（自動車産業のDX）

・上記サービスをパッケージ化したものをアセットオーナーを主とす
るパートナー企業へOEM提供

・パートナー企業と連携し、モビリティデータを活用した新たなサー
ビスの共同開発

海外モビリティDX事業 ・国内における各サービスの東南アジア市場向け展開

（7）主要な営業所
名称 所在地

本社 東京都千代田区内幸町２丁目１−６ 日比谷パークフロント 19階

（8）使用人の状況
企業集団の使用人数 111名（前連結会計年度末比16名増）

（9）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
名称 出資比率 主要な事業内容

SmartDrive Sdn. Bhd. 100％ モビリティDXセグメントにおける各種サービスの海外展開

（10）主要な借入先及び借入額
借入先 借入残高

株式会社日本政策金融公庫 530,000千円
株式会社きらぼし銀行 47,220千円
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2. 株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 120,000,000株
（2）発行済株式の総数 37,816,740株
（3）当事業年度末の株主数 3,004名
（4）大株主（上位10名）

株主名 株式数 持株比率

株式会社OMU 16,860,000株 44.97％

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 4,692,900株 12.52％

TJ2015.FUND LP 2,745,000株 7.32％

Monoful Pte. Ltd. 1,600,120株 4.27％

楽天証券株式会社 1,353,600株 3.61％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,311,700株 3.50％

野村信託銀行株式会社（投信口） 806,000株 2.15％

SMBC日興証券株式会社 651,220株 1.74％
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG
（FE-AC） 480,900株 1.28％

住友三井オートサービス株式会社 337,500株 0.90％

（注）持株比率は、自己株式（326,628株）を控除して計算しております。
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3. 新株予約権等の状況
（1）当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株

予約権の状況
第５回新株予約権 第６回新株予約権

発 行 決 議 日 2016年３月14日 2016年９月21日

新 株 予 約 権 の 数 630個 230個
新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数 ( 注 )3

普通株式 113,400株
（新株予約権１個につき180株）

普通株式 41,400株
（新株予約権１個につき180株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは要し
ない

新株予約権と引換えに払い込みは要し
ない

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額(注)3

新株予約権１個当たり 12,000円
（１株当たり 67円）

新株予約権１個当たり 12,000円
（１株当たり 67円）

権 利 行 使 期 間 2018年３月15日〜
2026年３月14日

2018年９月22日〜
2026年９月21日

行 使 の 条 件 （注）１ （注）１

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役
（監査等委員を除く）

新株予約権の数 200個
目的となる株式数 36,000株
保有者数 1名

新株予約権の数 150個
目的となる株式数 27,000株
保有者数 1名

取 締 役
（監査等委員）

新株予約権の数 0個
目的となる株式数 0株
保有者数 0名

新株予約権の数 0個
目的となる株式数 0株
保有者数 0名
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第９回新株予約権 第10回新株予約権

発 行 決 議 日 2018年８月24日 2018年８月24日

新 株 予 約 権 の 数 1,250個 1,905個
新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数 ( 注 )3

普通株式 225,000株
（新株予約権１個につき180株）

普通株式 342,900株
（新株予約権１個につき180株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権1個当たり 600円
（１株当たり 3円）

新株予約権と引換えに払い込みは要し
ない

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額(注)3

新株予約権１個当たり 23,200円
（１株当たり 129円）

新株予約権１個当たり 23,200円
（１株当たり 129円）

権 利 行 使 期 間 2018年９月25日〜
2026年９月24日

2020年８月25日〜
2028年８月13日

行 使 の 条 件 （注）２ （注）１

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役
（監査等委員を除く）

新株予約権の数 1,250個
目的となる株式数 225,000株
保有者数 1名

新株予約権の数 900個
目的となる株式数 162,000株
保有者数 2名

取 締 役
（監査等委員）

新株予約権の数 0個
目的となる株式数 0株
保有者数 0名

新株予約権の数 0個
目的となる株式数 0株
保有者数 0名

第15回新株予約権

発 行 決 議 日 2023年12月22日

新 株 予 約 権 の 数 520個
新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 312,000株
（新株予約権１個につき600株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権1個当たり 3,500円
（１株当たり 5円）

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 163,900円
（１株当たり 273円）

権 利 行 使 期 間 2025年１月１日〜
2030年１月８日

行 使 の 条 件 （注）１、４

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役
（監査等委員を除く）

新株予約権の数 520個
目的となる株式数 312,000株
保有者数 1名

取 締 役
（監査等委員）

新株予約権の数 0個
目的となる株式数 0株
保有者数 0名
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注1. ① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は新株予約権を保有する者（以下「権利
者」という。）について会社が定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じ
た本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限り
でない。

② 権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約
権を行使することはできないものとする。

③ 本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められな
いものとする。

注2. ① 本新株予約権の割当を受けた者（以下、「本新株予約権者」という。）は、本新株予約権の割当日か
ら行使期間の満了日までにおいて会社が定める事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予
約権を行使することができない。

② 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社（以下「当社等」と
いう。）の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年
退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③ 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過

することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

注3. 2022年10月20日付で普通株式１株につき30株の割合で株式分割を行っております。
また、2025年６月30日付で普通株式１株につき６株の割合で株式分割を行っております。
これにより「新株予約権の目的となる株式の種類と数」、「新株予約権の行使に際して出資される財産の
価額」が調整されております。

注4. 新株予約権者は、下記①から②に掲げられた事業年度において、当社の有価証券報告書に記載された連
結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書、以下同様）における売上高及び
営業利益が、下記に定める水準を超過した場合にのみ、付与された本新株予約権のうち、それぞれに定
められている個数の本新株予約権を行使することができる。
① 2026年９月期：売上高50億円及び営業利益10億円を超過した場合

行使可能個数 220個
② 2028年９月期：売上高100億円及び営業利益20億円を超過した場合

行使可能個数 300個
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4. 会社役員に関する事項
（1）当社役員の地位及び担当と重要な兼職の状況

氏名 地位及び担当 重要な兼職の状況

北 川 烈 代表取締役社長
SmartDrive Sdn. Bhd. Director
株式会社OMU代表取締役
株式会社モビリティトランスフォーメーション代表取締役

元垣内 広 毅 取締役 事業部門担当

高 橋 幹 太 取締役 管理部門担当

中 島 友 啓 取締役（常勤監査等委員）

石 井 絵梨子 取締役（監査等委員）

新幸総合法律事務所パートナー
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人監督役員
株式会社アルマード社外監査役
株式会社タムロン社外取締役
株式会社Sun Asterisk取締役
OPN Holdings株式会社社外監査役
アドバンス・プライベート投資法人監督役員
いちごホテルリート投資法人執行役員
イーレックス株式会社社外監査役

竹 川 隆 司 取締役（監査等委員） 株式会社zero to one代表取締役
一般社団法人IMPACT Foundation代表理事

志 賀 俊 之 取締役（監査等委員）
株式会社技術承継機構 社外取締役
株式会社and Capital 社外取締役
ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 社外取締役

長 島 聡 取締役（監査等委員）

きづきアーキテクト株式会社取締役会長
リンカーズ株式会社 社外取締役
慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究科特任教授
経済産業省 産業構造審議会 委員
経済産業省 産業構造審議会グリーンイノベーションプロジェ
クト部会ＷＧ委員

注1. 取締役中島友啓氏、石井絵梨子氏、志賀俊之氏及び長島聡氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締
役であります。

注2. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、監査等委員中島友啓氏を常勤の
監査等委員として選定しております。

注3. 当社は、取締役中島友啓氏、石井絵梨子氏、志賀俊之氏及び長島聡氏を株式会社東京証券取引所の定め
に基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

注4. 監査等委員中島友啓氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有
するものであります。監査等委員石井絵梨子氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度
の知見を有するものであります。

注5. 当社と取締役竹川隆司氏、社外取締役中島友啓氏、石井絵梨子氏、志賀俊之氏、長島聡氏は、定款第28
条の定めに基づき、会社法第423条第１項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、善意かつ
重大な過失がないときの責任限度額を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額と定めておりま
す。
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（2）取締役の報酬等の額
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）の報酬は、企業業績と企
業価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保・維持が可能となり、
当社取締役に求められる役割と責任に見合ったものとし、従業員に対する処遇との整合性
も考慮した適切な水準に基づき支給することを基本方針としています。報酬の種類は、金
銭による月例の固定報酬、及び株式報酬（業績連動株式報酬等）としています。

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
(a)基本報酬（金銭報酬）に関する個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与
える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬の額は、2023年12月22

日開催の第10回定時株主総会において年額100百万円以内（うち社外取締役分30百万円
以内）と決議しております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該株主総
会終結時点の取締役の員数は３名であります。また、当社の監査等委員である取締役の金
銭報酬の額は、2023年12月22日開催の第10回定時株主総会において年額30百万円以内
と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は３名であ
ります。
取締役の報酬等については、株主総会の決議により定められた報酬等総額の上限額の範

囲内において、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案し、取締役会において報酬等
の額を配分・決定しております。
監査等委員の報酬等については、株主総会の決議により定められた報酬等総額の上限額

の範囲内において、業務分担状況等を勘案し、監査等委員の協議により決定しておりま
す。
取締役会は取締役の個人別の報酬等の内容が取締役会の決議により定められた決定方針

に沿うものであることを判断しております。

(b)業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方
針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）
業績連動型株式報酬制度
監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役を対象とし、単年度及び中長期的な
業績目標の達成や企業価値向上へのインセンティブを付与するとともに、株主との一層の
価値共有を進めることを目的として、一定期間継続して当社の取締役等を務めることのほ
か、業績連動条件（財務指標により算定）を加えた業績連動型株式報酬制度（パフォーマ
ンス・シェア・ユニット制度。以下「PSU制度」という。）を設けています。2023年12
月22日開催の第10回定時株主総会において決議しております。当該株主総会終結時点の

2025年11月25日 17時51分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 23 ―

取締役の員数は３名であります。本制度は、対象取締役に対し、当社取締役会が定める期
間（以下「評価期間」といいます。）中、継続して当社の取締役その他当社取締役会が定
める地位にあったことに加えて、当社取締役会が定める評価期間中の業績目標を達成した
ことを条件として、当社の普通株式を付与するものです。本制度に基づき対象取締役に対
して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年30,000株以内、その報酬の総額は、
上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、上記の報酬枠とは別枠で、年額250百
万円以内といたします。ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割
（株式無償割当てを含みます。）によって増減した場合は、上記の上限株式数はその比率に
応じて調整されるものといたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分
については、取締役会において決定することといたします。

③ 当事業年度に係る報酬等の総額

役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 賞与

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

17,000
（-）

17,000
（-） - 3

（-)
取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

19,200
（15,600)

19,200
（15,600) - 5

（4)
合計
（うち社外取締役）

36,200
（15,600)

36,200
（15,600) - 8

（4)
注1. 当事業年度末現在の人員は、取締役8名（うち社外取締役4名）であります。
注2. 上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額22百万円を支給しております。

（3）社外役員に関する事項
① 他の法人等の業務執行者との重要な兼職に関する事項

兼職状況については前記4（1）記載のとおりであります。なお、当社とこれらの法人
等との間には特別な関係はありません。

② 他の法人等の社外役員等との重要な兼職に関する事項
兼職状況については前記4（1）記載のとおりであります。なお、当社とこれらの法人

等との間には特別な関係はありません。

③ 会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係
該当事項はありません。
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（4）当連結会計年度における主な活動状況
区分 氏名 主な活動状況

取締役
（監査等委員） 中 島 友 啓

当連結会計年度開催の取締役会14回のうち14回及び監査等委員会13
回中13回に出席するとともに常勤監査等委員として社内の主要な会議
に出席し、財務及び会計の専門家としての豊富な経験と深い見識に基
づき、適宜質問、意見表明等の発言を行い、経営の意思決定の適法
性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監
査等委員会の委員長として取締役の職務執行の監査を主導し、同委員
会の運営を推進しております。

取締役
（監査等委員） 石 井 絵梨子

当連結会計年度開催の取締役会14回のうち14回及び監査等委員会13
回中13回に出席し、法律の専門家としての豊富な経験と深い見識に基
づき、適宜質問、意見表明等の発言を行い、経営の意思決定の適法
性・適正性の確保するための助言・提言を行っております。

取締役
（監査等委員） 志 賀 俊 之

2024年12月24日に就任して以降、当連結会計年度に開催された取締
役会11回のうち10回及び監査等委員会10回中9回に出席し、自動車
産業、企業経営及び社顔取締役としてのガバナンス強化に関する豊富
な経験と深い見識に基づき、適宜質問、意見表明等の発言を行い、経
営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提案を行って
おります。

取締役
（監査等委員） 長 島 聡

2024年12月24日に就任して以降、当連結会計年度に開催された取締
役会11回のうち11回及び監査等委員会10回中10回に出席し、多様な
企業の成長支援や経営戦略策定についての豊富な経験と深い見識に基
づき、適宜質問、意見表明等の発言を行い、経営の意思決定の妥当
性・適正性を確認するための助言・提案を行っております。

（5）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び当社子会社の取締役及び執行役員を被保険者として、役員等賠償責任保

険契約を締結しております。保険料特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の実
質的な保険料負担はありません。
当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関して責任を負うこと、又

は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補す
ることとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して
生じた損害は填補されない等、一定の免責事由があります。
当該保険契約には免責額を設けており、当該免責額までの損害については填補の対象とし

ないこととされています。
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5. 会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称 有限責任監査法人トーマツ
注. 2024年12月24日開催の第11回定時株主総会において、新たに有限責任監査法人トーマツが当社の会計

監査人に選任されたことに伴い、当社の会計監査人であった有限責任あずさ監査法人は退任いたしまし
た。

（2）会計監査人の報酬等の額
区分 金額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 25,000千円
当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 26,600千円

注1. 当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、
監査計画を踏まえた監査見積もり時間に基づいたものであり、報酬単価も合理的であることを確認し、
検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

注2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監
査報酬等の額を明確に区別しておらず、実質的にも区別できませんので、当事業年度に係る会計監査人
の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

注3. 当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、会計監査人交代に係
る監査受託のための調査費用を支払っております。

注4. 上記以外に、前年度の監査に係る追加報酬8,000千円を有限責任あずさ監査法人へ支払っております。

（3）解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、当社の会計監査人が、会社法第 340 条第1項各号に定める事項に該当

すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任するものとい
たします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主
総会にて、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められ

る場合など、会計監査人として適当でないと判断される場合、株主総会に提出する会計監査
人の解任または不再任に関する議案の内容を決定するものといたします。

6. 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置づけたうえで、

財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、安定した配当政策を
実施することを基本方針としています。
当期の剰余金の配当につきましては、業績の向上に鋭意努めてまいりましたが、当期の業

績を勘案いたしまして、誠に不本意ではございますが、無配とさせていただきたいと存じま
す。
株主の皆様には、誠に申し訳ありませんが、何卒事情ご理解のうえ、ご了承賜りますよう

お願い申し上げます。
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連 結 貸 借 対 照 表
2025年９月30日現在

（単位：千円）
科目 金額 科目 金額

資産の部 負債の部

流動資産 1,518,296 流動負債 687,176
現金及び預金 858,015 買掛金 78,671

売掛金 541,532 未払金 121,199

棚卸資産 48,024 未払法人税等 518

その他 76,263 契約負債 372,726

貸倒引当金 △5,540 1年内返済予定の長期借入金 16,680
固定資産 875,857 その他 97,379
有形固定資産 9,636 固定負債 560,540
工具、器具及び備品 9,636 長期借入金 560,540

無形固定資産 365,620 負債合計 1,247,716
ソフトウエア 312,137 純資産の部

ソフトウエア仮勘定 53,482 株主資本 1,138,190
投資その他の資産 500,600 資本金 28,854
投資有価証券 283,496 資本剰余金 491,211
繰延税金資産 199,000 利益剰余金 718,295
その他 18,104 自己株式 △100,170

その他の包括利益累計額 △81
為替換算調整勘定 △81

新株予約権 8,327
純資産合計 1,146,437

資産合計 2,394,153 負債純資産合計 2,394,153
（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
自 2024年10月１日 至 2025年９月30日

（単位：千円）
科目 金額

売上高 2,878,647
売上原価 1,111,662
売上総利益 1,766,984

販売費及び一般管理費 1,376,782
営業利益 390,202

営業外収益
受取利息 1,019
雑収入 301 1,321

営業外費用
支払利息 7,057
為替差損 102
持分法による投資損失 29,565
雑損失 2,094 38,819
経常利益 352,704

特別利益
新株予約権戻入益 52 52

税金等調整前当期純利益 352,757
法人税、住民税及び事業税 530
法人税等調整額 △101,411

当期純利益 453,638
非支配株主に帰属する当期純利益 −
親会社株主に帰属する当期純利益 453,638

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
自 2024年10月１日 至 2025年９月30日

（単位：千円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 20,923 483,280 264,656 △216 768,644
当期変動額
新株の発行（新株予約権の
行使） 7,930 7,930 − − 15,861

自己株式の取得 − − − △99,954 △99,954
親会社株主に帰属する当期
純利益 − − 453,638 − 453,638
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） − − − − −

当期変動額合計 7,930 7,930 453,638 △99,954 369,546
当期末残高 28,854 491,211 718,295 △100,170 1,138,190

その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計為替換算

調整勘定
その他の包括利益

累計額合計
当期首残高 △598 △598 8,541 776,586
当期変動額
新株の発行（新株予約権の
行使） − − − 15,861

自己株式の取得 − − − △99,954
親会社株主に帰属する当期
純利益 − − − 453,638
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 517 517 △213 303

当期変動額合計 517 517 △213 369,850
当期末残高 △81 △81 8,327 1,146,437
（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
2025年９月30日現在

（単位：千円）
科目 金額 科目 金額

資産の部 負債の部
流動資産 1,469,397 流動負債 677,965

現金及び預金 849,147 買掛金 78,375
売掛金 508,182 未払金 115,686
商品及び製品 48,024 未払法人税等 518
前払費用 35,731 契約負債 372,523
その他 33,851 預り金 15,435

貸倒引当金 △5,540 1年内返済予定の長期借入
金 16,680

固定資産 942,596 その他 78,746
有形固定資産 9,636 固定負債 560,540
工具、器具及び備品 9,636 長期借入金 560,540

無形固定資産 365,620 負債合計 1,238,505
ソフトウエア 312,137 純資産の部
ソフトウエア仮勘定 53,482 株主資本 1,165,160

投資その他の資産 567,339 資本金 28,854
投資有価証券 28,496 資本剰余金 491,211
関係会社株式 312,137 資本準備金 491,211
敷金及び保証金 18,104 利益剰余金 745,265
繰延税金資産 199,000 その他利益剰余金 745,265

繰越利益剰余金 745,265
自己株式 △100,170

新株予約権 8,327
純資産合計 1,173,488

資産合計 2,411,993 負債純資産合計 2,411,993
（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
自 2024年10月１日 至 2025年９月30日

（単位：千円）
科目 金額

売上高 2,829,633

売上原価 1,095,221

売上総利益 1,734,411

販売費及び一般管理費 1,355,768

営業利益 378,643

営業外収益

受取利息 1,019

雑収入 301 1,321

営業外費用

支払利息 7,057

雑損失 2,094 9,151

経常利益 370,812

特別利益

新株予約権戻入益 52 52

税引前当期純利益 370,865

法人税、住民税及び事業税 530

法人税等調整額 △101,411

当期純利益 471,747
（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
自 2024年10月１日 至 2025年９月30日

（単位：千円）
株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金
合計

当期首残高 20,923 483,280 483,280
当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 7,930 7,930 7,930
自己株式の取得 − − −
当期純利益 − − −
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） − − −

当期変動額合計 7,930 7,930 7,930
当期末残高 28,854 491,211 491,211

株主資本

新株予約権 純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 273,517 273,517 △216 777,505 8,541 786,046
当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） − − − 15,861 − 15,861
自己株式の取得 − − △99,954 △99,954 − △99,954
当期純利益 471,747 471,747 − 471,747 − 471,747
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） − − − − △213 △213

当期変動額合計 471,747 471,747 △99,954 387,655 △213 387,441
当期末残高 745,265 745,265 △100,170 1,165,160 8,327 1,173,488
（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2025年11月20日
株式会社スマートドライブ
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人ト ー マ ツ
福岡事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 城戸 昭博
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田中 晋介

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社スマートドライブの2024年10月1日から2025年

9月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
株式会社スマートドライブ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫
理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する

ことにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他
の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計
算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証
拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監
督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び

に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場
合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。
以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2025年11月20日

株式会社スマートドライブ
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人ト ー マ ツ
福岡事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 城戸 昭博
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田中 晋介

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社スマートドライブの2024年10月1日から

2025年9月30日までの第12期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当
該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する

ことにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示する
ために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか
どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類
等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、
計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が
ある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び

に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場
合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書
監査報告書

当監査等委員会は、2024年10月1日から2025年9月30日までの第12期事業年度の取締役の職務の執行を
監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容

並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役、執行役員及び使用人
等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明する
とともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会
議に出席し、取締役、執行役員及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応
じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調
査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び当社において子会社の管理業務を所掌
する執行役員等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組み並びに
会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロの判断及びその理由については、取締役会
その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲
げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年11月21日

株式会社スマートドライブ 監査等委員会
常勤監査等委員（社外取締役）中島 友啓 ㊞
監査等委員（社外取締役） 石井 絵梨子 ㊞
監査等委員 竹川 隆司 ㊞
監査等委員（社外取締役） 志賀 俊之 ㊞
監査等委員（社外取締役） 長島 聡 ㊞

以 上
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電子提供措置の開始日 2025年12月１日

第12回定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項
連結注記表
個別注記表
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業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項
（1）職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、経営の適正性の確保、透明性の向上及びコンプライアンス遵守の経営を徹底する
ため、2023年12月22日の取締役会において「株式会社スマートドライブ内部統制システ
ムの基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの
運用を行っております。その概要は以下の通りです。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（a）全ての取締役及び使用人が、法令及び定款の遵守、企業理念の遵守、社会倫理の遵守

及び社会的責任 を達成するため、「コンプライアンス行動規範」その他関連社内規程
を整備のうえ、その周知徹底を図ります。

（b）監査等委員会は、内部監査責任者、会計監査人と連携しつつ、法令等が定める権限を
行使し、「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査基準」に基づき取締役の職務
の執行を監査します。また、必要に応じて取締役会で意見を述べるものとします。

（c）内部監査責任者は、監査等委員会、会計監査人と連携しつつ、「内部監査規程」に基
づきコンプライアンスの状況等について内部監査を行い、その結果を代表取締役社長
に報告するものとします。

（d）企業倫理相談及び内部通報のための窓口を設置し、法令、定款、社内規程等に対する
違反事実やその恐れがある行為等を早期に発見し是正するための仕組みとして、「内
部通報制度規程」を備え、これを周知し運営いたします。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（a）取締役の職務の執行に係る情報は、社内規程の定めの他、法令・定款に従い適切に保

管・管理する体制を構築します。
（b）保管・管理されている情報は、取締役、監査等委員会、会計監査人等から要請があっ

た場合は適時閲覧可能な状態を維持します。

③ 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス・リスクマネジメント規程を制定し、リスク管理推進責任者及びリス

クマネジメント委員を定め、それらの者で構成されるリスクマネジメント委員会において
リスクの認識・評価・予防策・対応策の検討及び指示を行います。また、リスク管理推進
責任者は、リスク管理の状況を代表取締役及び監査等委員会に適時に報告するとともに、
必要に応じて取締役会に出席し、報告を実施します。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（a）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、原則毎月１回の定時取

締役会の開催の他、必要に応じて随時開催する臨時取締役会を開催することにより、
業務執行に関わる意思決定を行います。

（b）業務執行に関しては、社内規程により権限と責任を定めており、必要に応じて随時見
直しを行います。

2025年11月25日 17時51分 $FOLDER; 42ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 42 ―

⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（a）職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立します。
（b）必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し、運営

します。
（c）個人情報管理責任者を定め、同責任者を中心とする個人情報保護体制を構築するとと

もに、適正な個人情報保護とその継続的な改善に努めます。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査等委員会

を補助する使用人として、必要な人員を配置します。

⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会を補助する使用人の独立性を確保するために、監査等委員会を補助する使

用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査等委員会の同意を得るものとします。

⑧ 監査等委員会を補助する使用人に対する監査等委員からの指示の実効性の確保に関する
事項

（a）監査等委員会の業務を補助すべき使用人に対する指揮権は、監査等委員会が指定する
補助すべき期間中は、監査等委員会に移譲されるものとし、代表取締役社長の指揮命
令は受けないものとします。

（b）前項の内容を当社の役員及び使用人に周知徹底します。

⑨ 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員への報告に
関する体制

（a）監査等委員会は、取締役会に出席して重要事項等の報告を受けます。
（b）取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは

直ちに監査等委員会に報告するものとします。

⑩ 監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない
ことを確保するための体制

（a）社内規程において、監査等委員会に報告したことを理由として、当該報告を行った役
員及び使用人に対しいかなる不利益な取り扱いを行ってはならない旨を定めます。

（b）前項の内容を当社の役員及び使用人に周知徹底します。
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⑪ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の
執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

（a）監査等委員会は、必要に応じて弁護士、公認会計士、その他の外部専門家を活用し、
費用を支出する権限を有します。

（b）監査等委員がその職務の執行について費用の支出の請求をしたときは、当該請求に係
る費用が監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに
支出するものとします。

⑫ 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（a）代表取締役社長は、監査等委員と可能な限り会合を持ち、業務報告とは別に会社運営

に関する意見交換ほか、意思疎通を図るものとします。
（b）監査等委員は定期的に会計監査人、内部監査責任者と協議の場を設け、実効的な監査

を行うための情報交換を行うものとします。

⑬ 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性確保のため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定め、代表取

締役直属の内部統制担当を配置し、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動の整
備・運用状況の評価・監視を行うものとします。

⑭ 反社会的勢力を排除するための体制
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは決して関わりを持た

ず、不当な要求に対しては弁護士や警察等とも連携し毅然とした姿勢で対応します。

⑮ 当社を親会社とする企業グループにおける業務の適正性を確保するための体制
（a）関係会社の事業運営については、当社の経営方針、並びに現地の商慣習や現地企業の

ニーズを総合的に勘案し事業活動を展開していくことを前提とします。一方、業績管
理については、関係会社に経営責任と権限を付与しつつも、関係会社管理規程を制定
し、事業・業績進捗並びに案件状況・市況を当社に適宜報告させた上で、企業グルー
プ全体の発展と繁栄を図るべく指導いたします。
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（b）関係会社から当社への利益還元方針につきましては、設備投資資金や運転資金等その
他事業の運営上必要と認められる場合を除いて、原則として親会社である当社への配
当という形でその利益を還元させることとします。ただし、関係会社が、設立後日が
浅く経営基盤が確立していない場合においては、経営基盤並びに収益基盤の確立に向
けた先行投資の時期として、投資額に対する回収としての利益配当は行わないものと
します。

（c）人材の採用、配置等については関係会社における独自の方針、計画に基づき進めるも
のとします。ただし、関係会社が、設立後日が浅く、かつ、人的リソースが不十分な
場合においては、当社で関係会社の人事管理全般について積極的に実務支援、統制を
行うものとします。また、長期的には、当企業グループ内における積極的な人材交流
を含めた人材活用を通して企業グループ全体の組織の活性化を目指します。

（d）関係会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告については、当社経営企
画室を担当部署とし、関係会社に対する必要な書類及び資料の徴求を行うとともに、
関係会社の代表取締役等と定期的な面談を行い、職務執行状況について報告を受ける
ものとします。

（e）関係会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、経営企画室
責任者が、関係会社管理規程に基づき、関係会社の経営状態、業務状況等の内容につ
き、当社取締役会に報告を行うものとします。

（f） 関係会社の損失の管理については、関係会社の管理を担当する経営企画室担当者がリ
スクマネジメント委員として当社リスクマネジメント委員会に参加し、同委員会にお
いて関係会社のリスクの認識・評価・予防策・対応策の検討及び指示を行います。

（g）関係会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ため、関係会社における経営全般に関する重要な事項については事前に経営企画室を
通じて当社取締役会に報告を行わせ、当社取締役会において協議を行うものとしま
す。また、当社監査等委員会は関係会社に対し事業の経過の概要等の報告を求めるこ
とができるとともに、関係会社の業務及び財産の状況を調査することができるものと
します。さらに、当社内部監査責任者は、党企業グループの業務全般にわたる内部統
制の適切性と有効性を確保するため、必要に応じて関係会社に対しても内部監査を行
うものとします。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
① 職務執行の適正性の確保に対する取り組み

当連結会計年度において、取締役会を14回開催し、法令等に定められた事項や予算策
定等経営に関する重要事項を決定しているほか、各部門及び内部監査責任者より職務の執
行状況並びに内部統制に重要な影響を及ぼす事項等について定期的に報告いたしました。

② 監査等委員会の職務の執行について
当連結会計年度において、監査等委員会を13回開催し、監査方針、監査計画を協議決

定し、また、常勤監査等委員が重要な社内会議へ出席し取締役等に状況確認を行うととも
に、監査等委員会において常勤監査等委員及び内部監査責任者が監査の実施状況の報告を
行った上で、意見交換を実施しました。さらに会計監査人より監査結果の報告を受けると
ともに、経営上の重要事項について意見交換を実施しました。

③ コンプライアンス確保及びリスク管理に対する取り組み
取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため

の行動基準としてコンプライアンス行動規範を制定し、社内周知活動を展開しておりま
す。また、各部門責任者で構成するリスクマネジメント委員会を設置しており、当期は月
次で同委員らによる会合を開催し、法令・諸規則等の違反やその他リスク等の分析を含む
コンプライアンス確保及びリスク管理に関する重要事項について情報収集及び検討を行い
ました。

④ 情報セキュリティに対する取り組み
顧客情報の保護その他の情報セキュリティを維持するため、2017年２月に情報セキュ

リティマネジメントシステム（ISMS）適合性評価制度（ISO/IEC 27001:2013）の認証
を取得しており、当連結会計年度においても、情報セキュリティ委員会を11回開催し、
情報セキュリティに関するマネジメント体制及びその運用状況を確認いたしました。

⑤ 内部監査の実施状況
当社内部監査担当は、監査計画に基づき業務の適正性及び法令・社内規程の遵守状況に

関する業務監査並びに重要な勘定科目を対象に財務報告に関する内部統制の整備及び運用
状況の評価作業を実施いたしました。
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連 結 注 記 表

Ⅰ 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
1. 連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社の数 １社
連結子会社の名称 SmartDrive Sdn. Bhd.

2. 持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した関連会社の数 ２社

関連会社の名称 57 CODEBOX SDN. BHD.
株式会社インターゾーン

当連結会計年度において、株式取得を行ったため、株式会社インターゾーンを、持分法適
用の範囲に含めております。なお、株式会社インターゾーンは2025年９月30日をみなし取
得日としております。持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社について
は、各社の事業年度に係る計算書類を使用しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
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4. 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）

② 棚卸資産
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

a 商品及び製品
先入先出法

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

定率法
工具、器具及び備品 ３年〜４年

② 無形固定資産
定額法を採用しております。
自社利用のソフトウエア ３年

（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

（4）重要な収益及び費用の計上基準
（国内FO事業）
国内FO事業では、法人向けクラウド車両管理サービスの分野において、①自社製車載

デバイスの販売（単独で便益を享受できる財又はサービス）、②3rd partyデバイスの販
売及び③車両管理サービスの提供を行っております。
① 自社製車載デバイスの販売（単独で便益を享受できる財又はサービス）

多くの場合、製品の出荷時点において、顧客に商品の所有に伴う重大なリスク及び経
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済価値が移転し、支払いを受ける権利が確定するため、その時点で一括して収益を認識
しております。

② 3rd partyデバイスの販売
製品の出荷完了時点または据付完了時点において、顧客に商品の所有に伴う重大なリ

スク及び経済価値が移転し、支払いを受ける権利が確定するため、その時点で一括して
収益を認識しております。

③ 車両管理サービスの提供
主たるサービスは契約期間にわたりサービスの提供がなされるため、顧客との契約に

おけるサービス提供期間にわたり取引価格の総額を按分し収益を認識しております。

（国内AO事業）
国内AO事業では、パートナー企業に向けて、3rd partyデバイスの販売、エンドユー

ザーへのサービス提供に向けた導入支援及びサービス立上げ支援を行っております。3rd
partyデバイスの販売については、国内FO事業同様、製品の出荷完了時点または据付完了
時点において一括して収益を認識しております。エンドユーザーへのサービス提供に向け
た導入支援及びサービス立上げ支援については、主たるサービスの契約期間にわたり収益
を認識しております。
取引の対価は履行義務の充足前に前受金として受領する場合を除き、履行義務を充足し

てから概ね１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。また、顧客
と約束した対価に変動対価が含まれる重要な取引はありません。なお、製品の販売の一部
については出荷時から納品時までが期間が短いため、重要性等に関する代替的な取り扱い
を適用し、製品の出荷完了時点で収益を認識しております。

Ⅱ 会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて、合理的な金額を算

出しております。
当該連結会計年度の連結計算書類に計上した金額が、会計上の見積りによるもののうち、

翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は、以下の通りであ
ります。

（繰延税金資産の回収可能性）
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 199,000千円
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（2）その他見積りの内容に関する理解に資する情報
繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指

針第26号 2018年2月16日）に基づき、税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異のう
ち将来にわたり税金負担額を軽減することが認められる範囲内で認識しております。
繰延税金資産の回収可能性は、会社分類の妥当性、将来の課税所得の十分性、将来減算

一時差異の将来解消見込年度のスケジューリングに用いられる仮定に依存します。このう
ち、将来の課税所得の見積りは事業計画を基礎としており、マーケティング費用や人員の
増加を前提とした新規顧客の獲得によるイニシャル売上高及び増加が見込まれるリカーリ
ング売上高や解約率の見込みなどを主要な仮定として織り込んでおります。これらの仮定
は不確実性を伴うため、実績が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類に
おいて、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を与える可能性があります。

（3）翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
当該見積りは、将来の予測不能な事業環境の変化などによって影響を受ける可能性があ

り、実際に発生した利益及び課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会
計年度の連結計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があり
ます。

Ⅲ 会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。
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Ⅳ 連結貸借対照表に関する注記
1. 有形固定資産の減価償却累計額 41,005千円
2. 有形固定資産の減損損失累計額 16,007千円

Ⅴ 連結損益計算書に関する注記
売上高については顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しており

ません。顧客との契約から生じる収益の金額は「Ⅷ 収益認識に関する注記（1）顧客との契
約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。

Ⅵ 連結株主資本等変動計算書に関する注記
1. 当期末における発行済株式の数 37,816,740株
2. 当期末における自己株式の数 326,628株
3. 当期末における新株予約権の目的となる株式の数 2,947,740株
４．配当に関する事項

該当事項はありません。
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Ⅶ 金融商品に関する注記
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、事業計画に照らして必要な資金を調達しております。資金運用につい
ては短期的な預金等に限定し、デリバティブ取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金等は、ほとんど１年以内の支払期日であります。借入金は、主に

運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で５年後
であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、販売管理規程に従い、営業債権について、各事業部門が主要な取引先の状況
を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状
況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社について
も、当社の販売管理規程に準じて、同様の管理を行っております。

② 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき管理部門が適時に資金繰計画を作成・更

新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
③ 市場リスク（減損リスク）の管理

市場価格のない非上場株式については、定期的に投資先企業の財務状況等を把握する
ことで減損懸念の早期把握や軽減を図っております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでい
るため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

投資有価証券 28,496 28,685 189

資産計 28,496 28,685 189
長期借入金
（1年内返済予定の
長期借入金を含む）

577,220 566,869 △10,350

負債計 577,220 566,869 △10,350

（※１）「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」及び「未払法人税等」については、現金であること及び
短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（※２）市場価格のない株式等
区分 連結貸借対照表計上額

（千円）
非上場株式(注1) 255,000

合計 255,000
（注1）非上場株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
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3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形

成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格に
より算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット
以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時
価を分類しております。

（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

科目
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 ー 28,685 ー 28,685

資産計 ー 28,685 ー 28,685

長期借入金 ー 566,869 ー 566,869

負債計 ー 566,869 ー 566,869

（注） 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
満期保有目的債券は元金及び利息を満期までの期間及び市場金利で割り引いた現在価値により算定して
おり、使用されたインプットに基づきレベル２の時価に分類しております。

長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り
引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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Ⅷ 収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループの売上高は、顧客との契約から生じる収益であり、当社グループの報告セグ
メントを取引形態別に分解した内訳は、以下の通りです。

（単位：千円）
モビリティDX事業

合計
国内FO事業 国内AO事業 海外モビリティ

DX事業
一時点で移転される財又はサ
ービス 1,113,390 128,226 16,048 1,257,665

一定の期間にわたり移転され
る財又はサービス 1,379,804 208,211 32,965 1,620,981

顧客との契約から生じる収益 2,493,195 336,437 49,014 2,878,647

外部顧客への売上高 2,493,195 336,437 49,014 2,878,647

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「Ⅰ連結計算書類の作成のための基本となる重

要な事項に関する注記 ４. 会計方針に関する事項（4）重要な収益及び費用の計上基準」
に記載の通りです。

（3）顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係
並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識す
ると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

① 契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、各サービスにおける顧客との契約に基づく債権です。
契約負債である前受金は、顧客から１年間分のサービス利用料を一括で受領すること等

による前受金で、サービス提供時点またはサービス提供期間にわたり売上高への振替がな
されます。
顧客との契約から生じた債権及び契約負債の期末残高は以下の通りです。なお、当期に

認識した収益の額のうち期首現在の契約負債（前受金）残高に含まれていた額は
269,725千円です。
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当連結会計年度
（自
至
2024
2025

年
年
10
９

月
月

１
30

日
日）

売掛金（期首残高） 456,206千円

売掛金（期末残高） 541,532千円

契約負債（期首残高） 314,388千円

契約負債（期末残高） 372,726千円

② 残存履行義務に配分した取引価格
当連結会計年度末時点で残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込

まれる期間は以下の通りです。
なお、残存履行義務に配分した取引価格の注記に当たって実務上の便法を適用し、当初

に予想される契約期間が１年以内の契約については、注記の対象に含めていません。
当連結会計年度

（自
至
2024
2025

年
年
10
９

月
月

１
30

日
日）

１年以内 15,789千円

１年超 8,133千円

合計 23,922千円

Ⅸ １株当たり情報に関する注記
① １株当たり純資産 30円36銭
② １株当たり当期純利益 12円10銭
注．2025年５月14日開催の取締役会決議により、2025年６月30日付で普通株式１株につき

６株の分割を行っておりますが、当期連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮
定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

Ⅹ 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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個 別 注 記 表

Ⅰ 重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券

満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）

関係会社株式
移動平均法による原価法

② 棚卸資産
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

a 商品及び製品
先入先出法

2. 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

定率法
工具、器具及び備品 ３年〜4年

② 無形固定資産
定額法
自社利用のソフトウエア ３年

3. 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお
ります。

4. 重要な収益及び費用の計上基準
（国内FO事業）
国内FO事業では、法人向けクラウド車両管理サービスの分野において、①自社製車載

デバイスの販売（単独で便益を享受できる財又はサービス）、②3rd partyデバイスの販
売及び③車両管理サービスの提供を行っております。
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① 自社製車載デバイスの販売（単独で便益を享受できる財又はサービス）
多くの場合、製品の出荷時点において、顧客に商品の所有に伴う重大なリスク及び経

済価値が移転し、支払いを受ける権利が確定するため、その時点で一括して収益を認識
しております。

② 3rd partyデバイスの販売
製品の出荷完了時点または据付完了時点において、顧客に商品の所有に伴う重大なリ

スク及び経済価値が移転し、支払いを受ける権利が確定するため、その時点で一括して
収益を認識しております。

③ 車両管理サービスの提供
主たるサービスは契約期間にわたりサービスの提供がなされるため、顧客との契約に

おけるサービス提供期間にわたり取引価格の総額を按分し収益を認識しております。

（国内AO事業）
国内AO事業では、パートナー企業に向けて、3rd partyデバイスの販売、エンドユー

ザーへのサービス提供に向けた導入支援及びサービス立上げ支援を行っております。3rd
partyデバイスの販売については、国内FO事業同様、製品の出荷完了時点または据付完了
時点において一括して収益を認識しております。エンドユーザーへのサービス提供に向け
た導入支援及びサービス立上げ支援については、主たるサービスの契約期間にわたり収益
を認識しております。
取引の対価は履行義務の充足前に前受金として受領する場合を除き、履行義務を充足し

てから概ね１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。また、顧客
と約束した対価に変動対価が含まれる重要な取引はありません。なお、製品の販売の一部
については出荷時から納品時までが期間が短いため、重要性等に関する代替的な取り扱い
を適用し、製品の出荷完了時点で収益を認識しております。

Ⅱ 会計上の見積りに関する注記
（繰延税金資産の回収可能性）
（1)当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 199,000千円

(2)その他見積りの内容に関する理解に資する情報
連結注記表（会計上の見積りに関する注記）に記載した内容と同一であります。

(3)翌事業年度の計算書類に与える影響
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連結注記表（会計上の見積りに関する注記）に記載した内容と同一であります。

Ⅲ 会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。

Ⅳ 貸借対照表に関する注記
1. 有形固定資産の減価償却累計額 40,065千円

有形固定資産の減損損失累計額 10,938千円

2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
−千円

Ⅴ 損益計算書に関する注記
1. 関係会社との取引高

−千円
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Ⅵ 株主資本等変動計算書に関する注記
1. 当期末における発行済株式の数 37,816,740株
2. 当期末における自己株式の数 326,628株
3. 当期末における新株予約権の目的となる株式の数 2,947,740株
４．配当に関する事項

該当事項はありません。

Ⅶ 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
繰延税金資産
貸倒引当金 843千円
減価償却超過額 5,272千円
関係会社株式評価損 20,160千円
税務上の繰越欠損金 1,008,810千円

繰延税金資産小計 1,035,087千円
評価性引当額 △836,087千円
繰延税金資産合計 199,000千円

繰延税金負債 −
繰延税金負債合計 −千円

繰延税金資産の純額 199,000千円
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Ⅷ 収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表（収益認識に関する注記）に記載した内容と同一であります。

Ⅸ 関連当事者との取引に関する注記
１．子会社及び関連会社等

種類 会社等の名
称又は氏名

議決権等の
所有（被所
有）割合

関連当事者との関係
取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）役員の兼任等 事業上の関係

関連会社
57
CODEBOX
SDN. BHD.

所有
間接
28.0%

− − 社債引受 28,496 投資有価証券 28,496

取引条件及び取引条件の決定方針等
上記取引については、一般的取引条件と同様に決定しております。

Ⅹ １株当たり情報に関する注記
① １株当たり純資産 31円08銭
② １株当たり当期純利益 12円58銭
注．2025年５月14日開催の取締役会決議により、2025年６月30日付で普通株式１株につき

６株の分割を行っておりますが、当期連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮
定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

Ⅻ 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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